
第３回越谷市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（R2.2.28） 結果 

 

 

１ 小・中学校の臨時休校期間 

令和２年３月２日（月）から３月２６日（木）まで（学年末休業日の始期の

前日） 

この期間、授業や部活動、給食の支給、学校施設の開放などは行わない。ま

た、卒業式についても中止する。 

なお、今後、国の方針が追加又は変更となる場合には、臨時休校の期間等に

ついて変更となる場合がある。 

 

２ 小・中学校の臨時休校中の児童・生徒への対応 

以下のとおりとする。ただし、３７．５℃以上の発熱や風邪の症状がある場

合には、自宅での静養とする。なお、学校への送迎は保護者が行う。また、給

食がないため、昼食は各自持参となる。 

（１）学童保育室に入室している児童 

・７：３０～１３：００ … 学校で預かります 

・１３：００～１９：００… 学童保育室で預かります 

（２）学童保育室に入室していない小学校１・２年生 

・７：３０～１６：３０ … 学校で預かります（自宅で一人で過ごすこ

とができない場合に限ります） 

（３）特別支援学級の児童・生徒 

・７：３０～１６：３０ … 学校で預かります（自宅で一人で過ごすこ

とができない場合に限ります） 

 

３ 保育所（園）等の対応 

保育所（園）等の保育施設は、感染予防（通所前の検温など）に留意した上

で開所する。ただし、３７．５℃以上の発熱や風邪の症状がある場合には、自

宅での静養とする。なお、保育所等の園児や職員が罹患した場合又は地域で感

染が拡大している場合は、臨時休所（園）を検討する。 

 


